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労務

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法

の
改
正
に
よ
り
、
70
歳

ま
で
の
就
業
機
会
の
確

保
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
当
社
は
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
が
、
改
正
内

容
と
シ
ニ
ア
社
員
の
活
用
に
向
け
て
、

留
意
点
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の

ポ
イ
ン
ト
と
シ
ニ
ア
社
員
の
活
用

飯
田
橋
労
務
管
理
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

特
定
社
会
保
険
労
務
士

鈴
木
義
一

１
．
70
歳
ま
で
の
就
業

確
保
措
置

　

2
0
2
1
年
4
月
か

ら
施
行
さ
れ
た
改
正
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
（
以
下
、
改
正
法
）
で
は
、

70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
措
置
と
し
て

「
雇
用
に
よ
る
措
置
」
に
加
え
て
、

「
雇
用
に
よ
ら
な
い
措
置
」（
創
業
支

援
等
措
置
）
の
い
ず
れ
か
あ
る
い
は

併
せ
て
講
じ
る
こ
と
が
努
力
義
務
と

な
り
ま
す
（
表
❶
）。

　

こ
れ
ま
で
は
65
歳
ま
で
の
雇
用
確

保
を
義
務
と
し
、
原
則
希
望
者
全
員

が
雇
用
確
保
措
置
の
対
象
で
し
た
が
、

改
正
法
で
示
さ
れ
た
「
高
年
齢
者
就

業
確
保
措
置
の
実
施
及
び
運
用
に
関

す
る
指
針
」（
以
下
、
指
針
）
で
は
、

65
歳
か
ら
の
継
続
雇
用
に
関
し
て
は

対
象
者
基
準
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
表
❷
の
よ
う
な
基
準
を
就

業
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

♦
対
象
者
基
準
と
し
て
不
適
切
な
例

・
会
社
が
必
要
と
認
め
た
者
に
限
る

・
上
司
の
推
薦
が
あ
る
者
に
限
る

・
男
性
（
女
性
）
に
限
る

・
組
合
活
動
に
従
事
し
て
い
な
い
者

に
限
る
　
等

２
．
創
業
支
援
等
措
置

　

改
正
法
で
は
、
新
た
に
創
業
支
援

等
措
置
と
し
て
表
❶
の
④
⑤
の
選
択

肢
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
措

置
を
講
じ
る
際
は
労
働
関
係
法
令
が

適
用
さ
れ
な
い
な
ど
労
働
者
保
護
が

及
ば
な
い
た
め
、
こ
の
点
を
労
働
者

に
十
分
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
創
業
支
援
等
措
置
を
講
じ

る
際
は
計
画
（
表
❸
）
を
作
成
し
、

過
半
数
労
働
組
合
、
過
半
数
労
働
組

合
が
な
い
場
合
に
は
労
働
者
の
過
半

数
代
表
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。「
創
業
支
援
等
措
置
」

を
「
雇
用
に
よ
る
措
置
」
と
併
せ
て

講
じ
る
場
合
に
は
、
雇
用
に
よ
る
措

置
に
よ
り
努
力
義
務
を
達
成
し
た
こ

と
に
な
る
た
め
、
過
半
数
労
働
組
合

等
の
同
意
を
必
ず
し
も
得
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
意
を
得
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
し
て
い
ま
す
。
同
意

を
得
た
計
画
に
つ
い
て
は
、
労
働
者

に
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
計
画
の
監
督
官
庁
等

へ
の
届
け
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

３
．
継
続
雇
用
先
の
範
囲
の
拡
大

　

こ
れ
ま
で
は
、
自
社
以
外
に
は
雇

用
先
と
し
て
特
殊
関
係
事
業
主

（
注
）
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

65
歳
以
降
70
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
に

つ
い
て
は
、
特
殊
関
係
事
業
主
以
外

の
「
他
社
」
で
継
続
雇
用
す
る
こ
と

も
可
能
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、

自
社
と
他
社
と
の
間
で
他
社
が
シ
ニ

ア
社
員
を
継
続
し
て
雇
用
す
る
こ
と

を
約
す
る
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

（
注
）
特
殊
関
係
事
業
主
は
、
自
社
の
①

子
法
人
等
、
②
親
法
人
等
、
③
親
法
人

等
の
子
法
人
等
、
④
関
連
法
人
等
、
⑤

親
法
人
等
の
関
連
法
人
等
を
指
し
ま
す
。

４
．
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
例
適
用

除
外

　

労
働
契
約
法
第
18
条
に
よ
り
、
同

一
の
使
用
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契

約
が
通
算
で
5
年
を
超
え
て
繰
り
返

し
更
新
さ
れ
た
場
合
は
、
労
働
者
か

ら
の
申
込
み
に
よ
り
無
期
労
働
契
約

に
転
換
し
ま
す
。
し
か
し
、
特
例
措

置
と
し
て
都
道
府
県
労
働
局
長
の
認

定
（
適
切
な
雇
用
管
理
に
関
す
る
計

画
＝
第
二
種
計
画
認
定
書
）
を
受
け

た
事
業
主
（
特
殊
関
係
事
業
主
を
含

む
）
の
も
と
で
定
年
後
に
引
き
続
い

て
雇
用
さ
れ
る
期
間
は
、
無
期
転
換

申
込
権
は
発
生
し
ま
せ
ん
。

　

改
正
法
に
よ
る
新
た
な
措
置
と
し

て
の
特
殊
関
係
事
業
主
以
外
の
「
他

社
」
で
継
続
雇
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、

こ
の
特
例
措
置
の
対
象
に
な
ら
ず
、

有
期
労
働
契
約
が
通
算
5
年
を
超
え
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る
と
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
す
る

こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

５
．
就
業
規
則
の
変
更
手
続
き

　

定
年
の
引
き
上
げ
、
継
続
雇
用
制

度
の
延
長
等
の
措
置
を
講
じ
る
場
合

は
、
就
業
規
則
の
変
更
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
創
業
支
援
等
措

置
に
係
る
制
度
を
設
け
る
際
は
会
社

を
い
っ
た
ん
退
職
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
、「
退
職
に
関
す
る
事
項
（
労

働
基
準
法
第
89
条
第
3
号
）」
と
し

て
就
業
規
則
に
規
定
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
指
針
で
は
「
心
身
の
故
障

の
た
め
業
務
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
、
勤
務
状
況
が
著
し

く
不
良
で
引
き
続
き
従
業
員
と
し
て

の
職
責
を
果
た
し
得
な
い
こ
と
等
就

業
規
則
に
定
め
る
解
雇
事
由
又
は
退

職
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
継

続
雇
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
解
雇
事
由
や

退
職
事
由
（
年
齢
に
係
る
も
の
を
除

く
）
と
同
一
事
由
を
「
継
続
雇
用
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
事
由
」
と
し
て

就
業
規
則
に
定
め
て
お
く
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

６
．
シ
ニ
ア
社
員
の
人
事
処
遇
制
度

　

定
年
後
の
処
遇
を
考
え
る
と
き
、

継
続
雇
用
年
数
が
5
年
か
ら
10
年
に

延
び
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
く
に
は
、

積
み
上
げ
型
の
制
度
か
ら
仕
事
（
職

務
）
に
応
じ
た
制
度
へ
の
切
り
替
え

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
長
年

築
き
習
得
し
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
を
活

か
し
て
い
く
た
め
の
評
価
シ
ス
テ
ム

を
検
討
し
、
公
平
な
処
遇
が
維
持
で

き
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
本
人
の
意
向
と
仕
事
と
の

間
で
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
生
じ
さ
せ
な
い

工
夫
も
必
要
で
す
。

　

指
針
で
は
、
70
歳
ま
で
の
就
業

確
保
措
置
に
あ
た
り
賃
金
・
人
事

処
遇
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
の

留
意
事
項
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

シ
ニ
ア
社
員
活
用
の
た
め
の
制
度

構
築
に
あ
た
り
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

も
の
で
す
。
回
答
者
の
解
釈
を
加

え
、
以
下
に
掲
載
し
ま
す
。

♦
シ
ニ
ア
社
員
の
賃
金
・
人
事
処

　
遇
制
度
に
お
け
る
留
意
事
項

①
年
齢
的
要
素
を
重
視
す
る
賃
金

・
処
遇
制
度
か
ら
能
力
、
職
務

等
の
要
素
を
重
視
す
る
制
度
と

す
る
。

②
支
払
わ
れ
る
対
価
は
、
高
年
齢

者
の
就
業
実
態
、
生
活
の
安
定

等
を
考
慮
し
、
業
務
内
容
に
応
じ

た
適
切
な
も
の
と
す
る
。

③
高
年
齢
者
の
希
望
に
応
じ
た
、
短

時
間
や
隔
日
で
の
就
業
形
態
が
可

能
と
な
る
制
度
と
す
る
。

④
70
歳
前
に
契
約
期
間
が
終
了
す
る

契
約
と
す
る
場
合
に
は
、
70
歳
ま

で
は
契
約
更
新
が
で
き
る
よ
う
に

し
、
そ
の
旨
を
周
知
す
る
。
ま
た
、

む
や
み
に
短
い
契
約
期
間
と
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑤
能
力
評
価
の
仕
組
み
を
整
備
し
そ

の
活
用
を
通
じ
、
高
年
齢
者
の
意

欲
お
よ
び
能
力
に
応
じ
た
適
正
な

配
置
・
処
遇
と
す
る
。

⑥
人
事
処
遇
は
、
個
々
の
高
年
齢
者

の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
た
勤
務

形
態
や
退
職
時
期
の
選
択
を
含
め

多
様
な
選
択
が
可
能
な
制
度
と
す

る
。

「
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施

及
び
運
用
に
関
す
る
指
針
」（
４
．

賃
金
・
人
事
処
遇
制
度
の
見
直
し
）

を
参
照

＊

　

改
正
法
に
す
ぐ
対
応
で
き
な
い
企

業
は
、
今
後
対
応
し
て
い
く
こ
と
を

表
明
し
た
上
で
、
措
置
を
講
じ
ら
れ

な
い
理
由
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

表❶　高年齢者就業機会の確保措置

表❷　対象者基準（例）

表❸　創業支援等措置の実施計画必要記載事項

雇用による措置 雇用によらない措置（創業支援等措置）
①70歳までの定年の引き上げ ④業務委託契約による制度の導入
②定年制の廃止 ⑤事業主等の社会貢献事業に従

事できる制度の導入③70歳までの継続雇用制度の導入

①定年後再雇用期間の人事考課が平均以上であること
②定年後再雇用期間に懲戒処分を受けていないこと
③定年後再雇用期間を通し出勤率が○○%以上であること
　（回答者は90%以上とすることを提案します）
④直近の健康診断で業務遂行に支障がない健康状態であると認め

られること

⑴ 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
⑵ 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
⑶ 高年齢者に支払う金銭に関する事項
⑷ 契約を締結する頻度に関する事項
⑸ 契約に係る納品に関する事項
⑹ 契約の変更に関する事項
⑺ 契約の終了に関する事項（契約の解除事由を含む）
⑻ 諸経費の取り扱いに関する事項
⑼ 安全および衛生に関する事項
⑽ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑾ 社会貢献事業を実施する団体に関する事項
⑿ ⑴～⑾のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適

用される事項


